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定款一部変更に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成 20 年 11 月 10 日開催の取締役会におきまして、「定款一部変更の件」に関し、

平成 20 年 12 月 18 日開催予定の第 22 期定時株主総会において、下記のとおり付議することを

決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１． 変更の理由 

当社は、会社法第２条第６号に定める大会社には該当しておりませんが、東京証券取引

所が定める有価証券上場規程第 439 条の規定に従い、コーポレートガバナンスの強化の

ため、今般、新たに監査役会及び会計監査人を設置するものであります。 

 

２． 定款変更の内容 

変更の内容は別紙のとおりであります。 

 

３． 日程 

定款変更のための株主総会開催日    平成 20 年 12 月 18 日（木曜日） 

定款変更の効力発生日         平成 20 年 12 月 18 日（木曜日） 

 

以上 



（別紙）                       （下線部は変更箇所を示しております） 

 

現行定款 変更案 

（機関の設置） 

第４条  当会社は、取締役会、監査役を置く。 

 

（機関の設置） 

第４条  当会社は、取締役会、監査役、監査役

会及び会計監査人を置く。 

 

第５章  監査役 

（員 数） 

第２１条 当会社には、監査役１名以上を置く。 

 

第５章  監査役及び監査役会 

（員 数） 

第２１条 当会社には、監査役３名以上を置く。

第２２条 

        （条文省略） 

第２３条 

第２２条 

       （現行どおり） 

第２３条 

 

        （新 設） （常勤監査役） 

第２４条 監査役会は、監査役の中から常勤監査

役を選定する。 

 

        （新 設） 

 

 

 

 

        （新 設） 

 

（監査役会） 

第２５条 監査役会招集の通知は、各監査役に対

し、会日の１週間前までに発する。但し、

緊急のときはこの期間を短縮すること

ができる。 

   ２．監査役会の運営その他に関する事項に

ついては、監査役会の定める監査役会規

則による。 

 

第６章  取締役及び監査役の責任免除 第６章  取締役、監査役及び会計監査人の責任

免除 

（損害賠償責任の一部免除） 

第２４条 当会社は、取締役会の決議をもって、取

締役（取締役であった者を含む。）及び監

査役（監査役であった者を含む。）の当会

社に対する損害賠償責任を、法令が定める

範囲で免除することができる。 

   ２．当会社は、社外取締役、社外監査役との

間に、当会社に対する損害賠償責任に関す

る契約を締結することができる。但し、そ

の賠償責任の限度額は、法令が定めた額と

する。 

（損害賠償責任の一部免除） 

第２６条   （現行どおり） 

 

 

 

 

   ２．当会社は、社外取締役、社外監査役及

び会計監査人との間に、任務を怠ったこ

とによる当会社に対する損害賠償責任

を限定する契約を締結することができ

る。但し、当該契約に基づく賠償責任の

限度額は、法令が定める最低責任限度額

とする。 

 

第２５条 

        （条文省略） 

第２８条 

第２７条 

       （現行どおり） 

第３０条 

 

～ ～ 

～ ～ 




